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改善報告書 

 

令和６年６月 19日 

 

１．大学名：北陸大学 

 

２．認証評価実施年度：2021（令和 3）年度 

 

３．「改善を要する点」の内容 

基準項目：2－1 

○薬学部薬学科の収容定員充足率は、入学定員削減等の対応策を講じているものの、い

まだ 0.5倍未満で著しく低いので、改善を要する。 

 

４．改善状況及び結果 

 基準項目 2－1について 

2024（令和６）年度の入学者数は、入学定員 60人に対し 60人が入学し入学定員を充

足することができた。その結果、収容定員充足率（2024（令和６）年５月１日現在）は

0.58倍（在学生 436人/収容定員 750人）と前年度の 0.52倍から改善した。 

2006（平成 18）年度の６年制移行時から入学定員 306人、収容定員 1,836人として学

生募集を行ってきたが、18歳人口の減少、私立大学薬学部の増加等に伴い、入学者数と

入学定員数との乖離が大きくなってきた。しかしながら、北陸地域の薬剤師需要は堅調

であり、薬剤師の求める地元の要請に応えるためにも、入学定員を急激に削減すること

の影響は大きいため、本学が位置する地域の特性等を総合的に判断し、2016（平成 28）

年度以降は、入学定員の漸次削減を図りながら、入学者数と入学定員との乖離の改善に

努めてきた。 

社会の動向と地域特性に合わせた定員の見直しと教育内容の改善、学習環境等の整備

に取り組んできた結果、2024（令和６）年度入学定員充足率は 1.00倍となり、今後、年

次進行により収容定員充足率も改善することが見込まれる。引き続き、これまで継続的

に行ってきた教育改革をさらに推し進め、定員の適正管理と充足に努める。 

 

５．エビデンス（根拠資料）一覧 

 基準項目 2－1の資料 

  【資料 2-1-1】薬学部薬学科入学定員削減推移と収容定員充足率の状況 

【資料 2-1-2】第 285回理事会議事録 

  【資料 2-1-3】第 292回理事会議事録 

  【資料 2-1-4】第 299回理事会議事録 
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１．大学名：北陸大学 

 

２．認証評価実施年度：2021（令和 3）年度 

 

３．「改善を要する点」の内容 

基準項目：5－2 

理事の任期とその起算点及び終期に関し、理事の任期前に当該職務として理事会に

加わっていること、又は理事の任期中にもかかわらず理事会に加わっていないことに

ついて、寄附行為の定めと実際の取扱いに整合性がないので改善を要する。 

 

４．改善状況及び結果 

  基準項目 5－2について 

2021（令和３）年度大学機関別認証評価受審以降の理事会においては、寄附行為の

定めに則り、理事の任期期間に沿って適切な対応を行っている。 

2023(令和５)年３月 23 日開催の第 298 回理事会においては、現３号理事の任期満

了に伴い、寄附行為第７条第１項第３号に基づき次期 3号理事の選任について審議し、

承認した。 

2023（令和５）年９月 14日開催の第 302回理事会においては、学長任期満了（2024

（令和６）年３月 31日）に伴い、次期学長の選任について承認した。 

理事長任期満了（2024（令和６）年３月 31 日）に伴い、2024（令和６）年２月 29

日開催の第 156回評議員会において、寄附行為第７条第１項第２号に基づき、現理事

長（１号理事）を次期２号理事に選任した。また、同日開催の第 305回理事会におい

て、次期 2号理事の選任について報告した。 

理事長の選任については、新１号理事及び新２号理事の就任日である 2024（令和６）

年４月１日開催の第 307回理事会において、寄附行為第６条第２項に基づき承認した。 

いずれも任期の起算点及び終期に沿って適切に運営している。 

 

５．エビデンス（根拠資料）一覧 

  基準項目 5－2の資料 

  【資料 5-2-1】学校法人北陸大学寄附行為 

  【資料 5-2-2】理事会及び評議員会の開催状況_2021（令和 3）年度大学機関別認証 

評価受審以降 

【資料 5-2-3】第 298回理事会議事録 

【資料 5-2-4】第 302回理事会議事録 

  【資料 5-2-5】第 156回評議員会議事録 

【資料 5-2-6】第 305回理事会議事録 

  【資料 5-2-7】第 307回理事会議事録 
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２．認証評価実施年度：2021（令和 3）年度 

 

３．「改善を要する点」の内容 

基準項目：5－3 

監事及び評議員の任期とその起算点及び終期に関し、監事若しくは評議員の任期前

に当該職務として理事会若しくは評議員会に加わっていること、又は監事若しくは評

議員の任期中にもかかわらず理事会若しくは評議員会に加わっていないことについて、

寄附行為の定めと実際の取扱いに整合性がないので改善を要する。 

 

４．改善状況及び結果 

 基準項目 5－3について 

2021（令和３）年度大学機関別認証評価受審以降の理事会及び評議員会においては、

寄附行為の定めに則り、監事及び評議員は任期期間に沿って適切な対応を行っている。 

2023(令和５)年３月 23 日開催の第 298 回理事会において、現監事の任期満了に伴

い、寄附行為第８条に基づき次期監事候補者の選出を行い、同日開催の第 154回評議

員会において次期監事の選任について承認した。 

2024（令和６）年２月 29日開催の第 304回理事会において、現１号評議員の辞任に

伴い、寄附行為第 24条第１項第１号に基づき次期 1号評議員の選出を行い、同日開催

の第 156回評議員会において承認した。いずれも任期の起算点及び終期に沿って適切

に運営している。 

 

 

５．エビデンス（根拠資料）一覧 

 基準項目 5－3の資料 

  【資料 5-3-1】学校法人北陸大学寄附行為 

【資料 5-3-2】理事会及び評議員会の開催状況_2021（令和 3）年度大学機関別認証 

評価受審以降 

【資料 5-3-3】第 298回理事会議事録 

  【資料 5-3-4】第 154回評議員会議事録 

【資料 5-3-5】第 304回理事会議事録 

  【資料 5-3-6】第 156回評議員会議事録 

 

 


